
市
税
等
の
減
免
申
請
期

限
は
納
期
限
ま
で
に

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
市
税
等

の
減
免
申
請
期
限
を
変
更
し
ま
し
た
。

■
減
免
申
請
期
限

①
改
正
前
：
納
期
限
前
７
日

②
改
正
後
：
納
期
限

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
税
務
課
市
民
税
係

☎
内
線
１
３
０
・
１
３
１
／
税
務
課
固

定
資
産
税
係
☎
内
線
１
３
７
・
１
５
５

年
金
相
談

　

鹿
屋
年
金
事
務
所
で
は
、
予
約
制

に
よ
る
年
金
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ご
相
談
は
、
事
前
に
お
電
話
で
ご
予

約
く
だ
さ
い
。

■
連
絡
先
（
鹿
屋
年
金
事
務
所
）

　

０
９
９
４

－

42

－

５
１
２
１

※
自
動
音
声
案
内
に
従
い
、
ダ
イ
ヤ

　

ル
①
次
に
②
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

■
予
約
時
間
帯

①
平
日
（
月
曜
日
～
金
曜
日
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

　

※
週
初
日
は
午
後
６
時
ま
で

②
第
２
土
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時
15
分

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
市
民
課
市
民
係

☎
内
線
１
６
３

電
気
事
故
防
止
・
ト
ラ
ッ

キ
ン
グ
現
象
に
ご
注
意

　

冷
蔵
庫
な
ど
プ
ラ
グ
を
コ
ン
セ
ン

ト
に
長
期
間
差
し
込
ん
で
い
る
と
ホ

コ
リ
が
溜
ま
り
、
湿
気
が
加
わ
る
こ

と
で
発
火
し
、
火
災
に
つ
な
が
り
ま

す
（
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
現
象
）。
点
検
と

清
掃
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
九
州
電
気
保
安

協
会
☎
０
９
２

－

７
１
１

－

０
０
５
６

人
権
同
和
問
題

啓
発
強
調
月
間

　

８
月
は
「
人
権
同
和
問
題
啓
発
強

調
月
間
」
で
す
。
人
権
問
題
の
解
決

に
は
、
人
権
問
題
を
正
し
く
理
解
し
、

偏
見
や
差
別
の
な
い
社
会
の
実
現
に

向
け
て
意
識
を
高
め
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。
こ
の
機
会
に
人
権
問
題

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
県
人
権
同
和
対
策

課
☎
０
９
９

－

２
８
６

－

２
５
７
４

沖
縄
戦
没
者
追
悼
式

参
列
遺
族
の
募
集

■
開
催　

11
月
８
日
（
火
）

　

※
前
日
か
ら
の
団
体
行
動

■
場
所　

鹿
児
島
霊
園
（
沖
縄
県
糸

　

満
市
平
和
祈
念
公
園
内
摩
文
仁
の
丘
）

■
対
象　

　

沖
縄
及
び
沖
縄
近
海
で
の
戦
闘
で

　

戦
没
し
た
方
の
配
偶
者
及
び
三
親

　

等
以
内
の
御
遺
族

■
募
集
人
数　

９
人

■
申
込
期
間　

８
月
１
日
（
月
）
～

　
　
　
　
　
　

８
月
31
日
（
水
）

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
：
福
祉
課

地
域
福
祉
係
☎
内
線
１
２
５

ひ
と
り
親
全
力
サ
ポ
ー
ト

　

垂
水
市
に
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
の

や
の
臨
時
窓
口
を
設
置
し
ま
す
。
児

童
扶
養
手
当
の
現
況
届
の
提
出
の
際

に
、
ぜ
ひ
、
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

■
開
催　

８
月
５
日（
金
）・
12
日（
金
）

■
時
間　

午
前
９
時
30
分
～

　
　
　
　

午
後
３
時
30
分

■
相
談
時
間　

１
人
30
分
程
度

■
場
所　

福
祉
課
児
童
障
害
者
係

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
の
や
☎
42

－

４
１
３
５

通
貨
・
証
券
等
返
還

　
税
関
で
は
、
終
戦
後
外
地
か
ら
引

き
揚
げ
て
来
た
方
々
か
ら
お
預
か
り

し
た
通
貨
や
証
券
類
を
保
管
し
て
い

ま
す
。
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、
税

関
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
長
崎
税
関
業

務
部
税
関
相
談
室
☎
０
１
２
０

－

８
２
８

－

６
８
０

保
健
・
福
祉

障
害
者
就
職
面
接
会

■
開
催
　
９
月
16
日
（
金
）

■
時
間
　
午
後
１
時
～
午
後
４
時

■
場
所
　
ホ
テ
ル
さ
つ
き
苑

■
資
格
　
①
就
職
を
希
望
し
て
い
る

障
害
の
あ
る
方　

②
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
事
前
参
加
申
込
み
し
て
い
る
こ
と

■
参
加
企
業
数
　
約
30
社

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

鹿
屋
☎
42

－

４
１
３
５

児
童
福
祉
支
援

各
種
手
当
の
現
況
届

　

子
育
て
支
援
・
障
害
者
支
援
に
関

す
る
各
種
手
当
の
受
給
者
は
、
毎
年
、

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
提
出
が
な
い
場
合
、
手
当
を
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
扶
養
義
務
者
や
世
帯
員
の
所
得
状

況
等
に
よ
り
受
給
で
き
な
い
場
合
や
、

一
部
停
止
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
現
況
届
の
提
出
期
間

①
児
童
扶
養
手
当

　

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
金

　

８
月
１
日
（
月
）
～
31
日
（
水
）

②
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

特
別
障
害
者
手
当

　

障
害
児
福
祉
手
当

　

８
月
12
日
（
金
）
～
９
月
９
日
（
金
）

■
手
続
方
法

　

現
在
受
給
中
（
停
止
中
含
む
。）
の

方
は
本
人
に
通
知
し
ま
す
。
福
祉
課

児
童
障
害
者
係
に
て
、
お
手
続
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
次
の
手
当
の
受
給
要

件
を
満
た
し
な
が
ら
、
未
受
給
の
方

に
つ
い
て
は
、
同
係
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
福
祉
課
児
童
障

害
者
係
☎
内
線
１
２
４
・
１
２
７

■児童扶養手当
1受給者要件

・父又は母と生計を同じくしていない児童を監護し

　ている母又は父（母子家庭の母又は父子家庭の父）

・父母のいない児童を監護している里親以外の養育者

2手当の対象となる児童

　18 歳に達する日以降の最初の 3月 31 日までの

　児童（障害者は 20 歳未満）で次のいずれかに該

　当する者

　①父母が婚姻を解消した児童

　②父又は母が死亡した児童

　③父又は母が法令で規定する障害の状態にある児童

　④父又は母の生死が明らかでない児童

　⑤父又は母が引き続き１年以上遺棄している児童

　⑥父又は母が法令により引き続き１年以上拘禁さ

　　れている児童

　⑦母が婚姻によらないで懐胎した児童（認知含）

　⑧上記①～⑦への該当が明らかでない児童

3手当額（月額）

　①児童が 1人の場合　42,330 ～ 9,990 円

　②児童が２人の場合　10,000 ～ 5,000 円加算

　③児童が１人増す毎に 6,000 ～ 3,000 円加算

■特別児童扶養手当
1受給者要件

　精神又は身体に障害のある児童を監護する父か母

または父母に代わって養育している人に対し支給。

2手当の対象となる児童

　一定以上の障害があり、日常生活において、常に

介護を必要とする 20 歳未満の児童。ただし、施設

などに入所している児童は除かれます。

3手当額（月額）

　①重度障害児 1人　51,500 円

　②中度障害児 1人　34,300 円

　※児童扶養手当と併給可

■障害児福祉手当
1受給者要件

　一定以上の障害があり、日常生活において、常に

介護を必要とする 20 歳未満の児童。ただし、施設

などに入所している児童は除かれます。

2手当額（月額）　14,600 円

　※特別児童扶養手当との併給可

■特別障害者手当
1受給者要件

　精神又は身体に 2つ以上の重度の障害があり、常

時特別の介護を要する 20 歳以上の人。ただし、施

設などに入所中の人、医療機関に 3か月以上入院中

の人は除かれます。

2手当額（月額）　26,830 円

各種手当のご紹介
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